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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の構造体を補強する部材を形成すると共に（或いは）取り付ける方法であって、
　100Mpaより大きく且つ1000Mpaより小さい降伏応力を有するプラスチック又は金属材料
で形成される、単一の細長いストリップ状の展性キャリヤを用意するステップであって、
前記展性キャリアは、複数の幅広部分を備え、前記幅広部分のそれぞれには複数の貫通孔
の一つが貫通しているステップと、
　複数のファスナを前記複数の貫通孔に通すステップと、
　活性化可能な材料を前記展性キャリヤに関連させ、それにより前記部材を形成するステ
ップであって、膨張の前において、前記活性化可能な材料の体積は、前記展性キャリヤの
体積の少なくとも５００％であり、これにより、前記部材を形成するため前記活性化可能
な材料は前記キャリヤを実質的に全体的に包囲するステップと、
　前記展性キャリヤ、前記活性化可能材料、またはこれら両方を成形するステップとを備
え、
　前記成形ステップ及び関連させるステップは、次のステップ、即ち
　ｉ．前記展性キャリヤを車両のキャビティに対応する所定の形態に合わせて成形し、前
記活性化可能材料を前記展性キャリヤ上にモールディングするステップと、
　ｉｉ．前記活性化可能材料を前記展性キャリヤ上にモールディングして前記部材を形成
し、前記部材を、車両のキャビティ内への部材の配置前又は配置中に前記展性キャリヤ及
び前記活性化可能材料の成形を含むやり方で構造体に取り付けるステップの少なくとも１
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つのステップを含み、
　前記活性化可能な材料を膨張させ、前記車両の一部分を補強することを助ける構造的な
発泡体を形成するステップを備え、
　前記活性化可能な材料を前記展性キャリヤに関連させるステップは、前記展性キャリヤ
を前記活性化可能な材料で実質的に包囲するステップを含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記展性キャリヤは、約７００ＭＰａより小さく、約１００ＭＰａより大きい降伏応力
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記活性化可能材料は、全体的に乾燥し、実質的に非粘着性である、
　請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記展性キャリヤは、金属で作られている、
　請求項１、２又は３記載の方法。
【請求項５】
　前記展性キャリヤは、１本又は２本以上のストリップで作られている、
　請求項１、２、３又は４記載の方法。
【請求項６】
　前記展性キャリヤは、約500Mpaより小さく且つ約250Mpaより大きい降伏応力を有する、
　請求項１、２、３、４又は５記載の方法。
【請求項７】
　前記展性キャリヤは、互いに撚り合わされた複数本のストリップで形成されている、
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記展性キャリヤは、ワイヤメッシュで形成されている、
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　ｉ．前記展性キャリヤは、フレーム部分と、第１のタブと、第２のタブとを有し、前記
第１のタブは、フックの形をしており、
　ｉｉ．前記展性キャリヤを成形する前記ステップは、前記第１のタブを構造体の第１の
縁部周りに引っ掛け、前記第２のタブを前記構造体の第２の縁部周りに曲げるステップを
含む、
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記成形するステップは、前記部材を補助キャリヤに取り付けるステップを含み、
　該部材取付けステップは、前記展性キャリヤ及び前記活性化可能材料を含む前記部材を
成形して前記補助キャリヤの１つ又は２つ以上の輪郭に合わせるステップを含む、
　請求項１ないし６のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記成形ステップは、前記部材を曲げ又は湾曲させるステップを含む、
　請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記展性キャリヤは、複数個の貫通穴を備えた単一の細長いストリップの形態をしてい
る、
　請求項１０又は１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記展性キャリヤは、複数の幅広部分を有し、前記複数個の貫通穴の各々が、前記幅広
部分の各々をそれぞれ貫通して設けられている、
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　請求項１０、１１又は１２記載の方法。
【請求項１４】
　複数個のファスナを前記複数個の貫通穴に通すステップを更に有し、前記部材の前記取
付けステップは、前記ファスナを前記構造体又は前記補助キャリヤに取り付けるステップ
を含む、
　請求項１２又は１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記活性化可能材料は、前記複数個のファスナの少なくとも一部分の周りにモールディ
ングされる、
　請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記活性化可能材料は、イーコート（e-coat）オーブン又はベークオーブン内の温度に
さらされると、発泡し、膨張し、そして硬化する熱活性化熱硬化性材料である、
　請求項１ないし１５のいずれか１項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概略的には、シール、バッフル、補強又はこれらの組合せを、製品、例えば
自動車に提供する部材に関する。
【０００２】
　なお、本願は、２００５年８月４日に出願された米国仮特許出願第６０／７０５，５６
１号及び２００６年８月１日に出願された米国特許出願（願番未付与、代理人事件番号１
００１－２１８）の出願日に関する権利を主張する出願であり、これら両方の特許出願を
参照により引用し、全ての目的に関しその記載内容を本明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　長年にわたり、産業界、特に輸送業界は、バッフル、シール、構造的補強等を製品、例
えば自動車に提供する部材の設計に関心がある。一例として、米国特許第５，７５５，４
８６号明細書、同第４，９０１，５００号明細書及び同第４，７５１，２４９号明細書は
、先行技術の装置を記載している。一般に、かかる部材は、活性化可能な材料が被着され
たキャリヤを有する。かかる部材の設計には、種々の要因が含まれる場合があり、これら
要因は、互いに逆効果である場合がある。例えば、一般的には、かかる部材は、比較的安
価であることが望ましい。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，７５５，４８６号明細書
【特許文献２】米国特許第４，９０１，５００号明細書
【特許文献３】米国特許第４，７５１，２４９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、かかる部材の材料費及び加工費は、特に１つ又は２つ以上の輪郭を有す
るように部材を成形することが望ましい場合、コストを押し上げる場合がある。本発明は
、互いに競合する設計上の要因に効果的に対処し又は以下の説明から明らかになる他の利
点をもたらす、補強、バッフル又はシールを提供する部材を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、シール、バッフル、補強又はこれら作用の組合せを製品、例えば自動車に提
供する方法に関する。この方法によれば、展性キャリヤを用意し、活性化可能な材料を展
性キャリヤに関連させ、それにより部材を形成する。好ましくは、活性化可能な材料の体
積は、展性キャリヤの体積の少なくとも５００％である。また、展性キャリヤ又は活性化



(4) JP 5236471 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

可能材料若しくはこれら両方を本方法に従って成形し、この成形ステップは、代表的には
、次のステップ、即ち、１）展性キャリヤを所定の形態に合わせて成形し、活性化可能材
料を展性キャリヤ上にモールディングするステップ、２）活性化可能材料を展性キャリヤ
上にモールディングして部材を形成し、部材を展性キャリヤ及び活性化可能材料の成形を
含むやり方で物品の構造体に取り付けるステップ、又は、３）活性化可能材料を展性キャ
リヤに被着させ、展性キャリヤの少なくとも一部分を曲げて展性キャリヤ及び活性化可能
材料を構造体に取り付けるステップのうち少なくとも１つのステップ又はこれらステップ
の組合せを含む。
【０００７】
　本発明の特徴及び新規事項は、以下の詳細な説明、特許請求の範囲及び図面を参照する
と、一層明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、シール、バッフル、補強又はこれら作用の組合せを製品の１つ又は２つ以上
の構造体に提供するのに適した部材及びこの部材を形成し、この部材を製品の１つ又は２
つ以上の構造体に被着させる方法の提供に関する。１つ又は２つ以上の構造体とかかる部
材は、一緒になって、この部材により提供される機能的属性（例えば、騒音軽減、密封、
強度、これらの組合せ等）に鑑みて、製品にとって全体として望ましいシステム又は組立
体を形成する。部材を種々の製品、例えば船、列車、建物、電化製品、住居、家具等の種
々の構造体と関連して利用できることが想定される。しかしながら、かかる部材は、輸送
車両、例えば自動車の構造体又は組立体への利用に特に適していることが判明した。一般
に、かかる部材を自動車の種々の構造体、例えば自動車の車体、フレーム、エンジン、ボ
ンネット、トランク、バンパ、これらの組合せ等に取り付けるのが良いことが想定される
。
【０００９】
　部材は、代表的には、次のもの、即ち
　ｉ）展性キャリヤ、
　ｉｉ）展性キャリヤに被着された活性化可能な材料、及び
　ｉｉｉ）オプションとして、キャリヤ又は活性化可能材料若しくはこれら両方に連結さ
れた１つ又は２つ以上のファスナのうち１つ又は２つ以上を含む。
【００１０】
　部材を形成する方法は、代表的には、次のステップ、即ち
　ｉ）展性キャリヤを用意するステップ
　ｉｉ）活性化可能材料を展性キャリヤに関連させるステップ、
　ｉｉｉ）活性化可能材料、又は展性キャリヤ材料若しくはこれら両方を成形するステッ
プ、及び
　ｉｖ）オプションとして、１つ又は２つ以上のファスナを活性化可能材料、又は展性キ
ャリヤ若しくはこれら両方に連結するステップのうち１つ又は２つ以上を含む。
【００１１】
　本明細書においてキャリヤについて用いられる「展性」という用語は、一般に、キャリ
ヤを成形し又は形成することができる程度の柔軟性をそのキャリヤが備えていることを意
味する。本発明による展性のある材料は、約１０００ＭＰａ以下であるが、これよりも大
きくても良く、一般的には約７００ＭＰａ以下、より一般的には約５００ＭＰａ以下、更
により一般的には約３５０ＭＰａ以下であるが、一般的には約１０ＭＰａよりも大きいが
、これよりも小さくても良く、一般的には約７０ＭＰａ以下、より一般的には約１００Ｍ
Ｐａ以上、更により一般的には約２５０ＭＰａ以上の降伏応力を有する。
【００１２】
　適当な展性キャリヤ材料としては、ポリマー材料（例えばエラストマー、プラスチック
等）、金属、複合材料、繊維状材料、これらの組合せ等が挙げられるが、これらには限定
されない。１種類又は２種類以上の金属を含み又は実質的に全体が１種類又は２種類以上



(5) JP 5236471 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

の金属で構成された材料が、キャリヤ材料として用いるのに特に適している。例示の金属
としては、アルミニウム、鋼、鉄、マグネシウム、亜鉛、鉛、錫、チタン、モリブデン、
バナジウム、ジルコニウム、クロム、銅、タングステン、ニッケル、銀、金、白金、これ
らの組合せ等が挙げられるが、これらには限定されない。
【００１３】
　一般に、展性キャリヤは、種々の形態に形成できる。一実施形態では、キャリヤは、展
性材料の１本又は２本以上のストリップで形成される。本明細書で言及される材料のスト
リップは、伸長長さ及び最大直径を有し、最大直径が伸長長さよりも実質的に小さい材料
の任意の形態である。例えば、最大直径は、伸長長さの２０％未満、一般的には１０％未
満、より一般的には２％未満、更により一般的には０．５％未満であるべきである。伸長
長さは、ストリップを実質的に直線の状態に配置したときのストリップの長さであり、最
大直径は、長さに実質的に垂直なストリップの最大寸法である。かくして、例えば、コイ
ル状円筒形ワイヤは、ワイヤを広げて実質的に直線の状態に配置した場合、ストリップで
あると考えることができ、ワイヤの最大直径は、伸長長さよりも実質的に小さい。例示の
ストリップとしては、ワイヤ、コイル、ストラップ、これらの組合せ等が挙げられる。
【００１４】
　図１～図３を参照すると、本発明に用いるのに適した適当なキャリヤ材料１０，１２，
１４の例が図示されている。これら材料は各々、材料１０，１２，１４を形成するよう互
いに撚り合わされた（例えば織編された）複数本（例えば、２本、３本、４本、５本又は
６本以上）のストリップ１８から成る。図２のキャリヤ材料１２は、ハニカム構造の状態
に形成された複数本のストリップ１８（例えばワイヤ）から成る。さらに、図３のキャリ
ヤ材料１４は、比較的大きな開口部２０及び比較的小さな開口部２２を形成するよう配置
された複数本のストリップ１８（例えばワイヤ）から成る。一般に、ワイヤメッシュ及び
特に金属又はプラスチックワイヤメッシュ製品をキャリヤ材料として採用するのが良い。
【００１５】
　本発明の部材を形成するため、代表的には、活性化可能な材料をキャリヤ材料に関連さ
せる（例えば、連結、被着、包囲等を行わせる）。キャリヤ材料は、活性化可能材料をキ
ャリヤ材料に関連させる前又は後にキャリヤの状態に形成するのが良い。例えば、キャリ
ヤ材料を切断して所望の形状のキャリヤを形成するのが良く、しかる後、活性化可能材料
をキャリヤに関連させるのが良い。変形例として、活性化可能材料をキャリヤ材料に関連
させ、次に、キャリヤ材料を切断し又は違ったやり方で形成してキャリヤを形成するのが
良い。
【００１６】
　本発明に関して用いられる「活性化可能（な）材料」という用語は、所与の条件にさら
されると、硬化し（例えば熱硬化し）、膨張し（例えば発泡し）、軟化し、流動化し又は
これらの組合せを生じるよう活性化可能な材料を意味するようになっている。かくして、
本発明に関し、別段の言及がなければ、活性化可能材料を上述の動作のうちの１つだけ又
は上述の動作の任意の組合せを行うよう活性化できることが想定される。
【００１７】
　本発明の部材について種々の活性化可能材料を使用することができる。一実施形態では
、活性化可能材料を熱活性化材料で形成するのが良く、かかる材料は、熱にさらされると
、流動化、硬化（例えば熱硬化）、膨張（例えば発泡）又はこれらの組合せを生じること
ができる。活性化可能材料は、一般に、触った感じが乾燥状態であって実質的に非粘着性
であるのが良く、又は、粘着性であっても良く、いずれの場合においても、かかる材料を
所望のパターン、所望の配置状態又は所望の厚さの任意の形態に成形することができ、か
かる材料は、実質的に一様な厚さ又は可変厚さを有することができる。例示の膨張性又は
発泡性の材料としては、ミシガン州ロメオ所在のエル・アンド・エル・プロダクツ・イン
コーポレイテッド（L&L Products, Inc.）を介して入手できるＬ－７１０２及びＬ－７２
２０フォームが挙げられる。別の例示の膨張性又は発泡性材料は、２００４年６月１５日
に出願された米国特許出願第１０／８６７，８３５号明細書（発明の名称：Expandable M
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aterial）に開示されている。なお、この米国特許出願を参照により引用し、全ての目的
についてその記載内容を本明細書の一部とする。
【００１８】
　他の熱活性化材料の使用が可能であるが、好ましい熱活性化材料は、発泡性ポリマー又
はプラスチックであり、好ましくは、発泡性の材料である。特に好ましい材料は、構造的
作用、シール、バッフル、音響作用又はこれら作用の組合せを提供することができるＥＰ
ＤＭ、エラストマー、エポキシ樹脂、アクリレート、アセテート、これらの組合せ等を含
む又はこれらを主成分とする発泡性又は密封性の材料である。例えば、フォームは、αオ
レフィンを含むのが良いエチレンコポリマー又はターポリマーを含むエポキシ系材料であ
るのが良いが、これには限定されない。コポリマー又はターポリマーとして、ポリマーは
、互いに類似した分子と結合できる高い化学的反応性を備えた２種類又は３種類の互いに
異なるモノマー、即ち小分子で構成される。
【００１９】
　多くのシール、バッフル又は音響作用フォームが、当該技術分野において知られており
、本発明に利用できる。代表的なフォームとしては、適当な成分（代表的には、発泡硬化
剤）と化合した場合、熱を受けると又は特定の周囲条件の発生時に、確実且つ予測可能な
やり方で膨張して硬化するポリマーを主成分とする材料、例えばエポキシ樹脂又はエチレ
ンを主成分とするポリマー（例えばＥＭＡ、ＥＶＡ等）が挙げられる。熱的活性化材料に
関する化学的観点からは、フォームは、まず最初に流動性、熱可塑性及び（又は）熱硬化
性材料として処理されるのが通例である。代表的には、この材料は、硬化時に架橋し（例
えば熱硬化し）、それにより、材料は、それ以上流動できなくなる。
【００２０】
　先行技術の材料と比較した場合の、好ましい発泡性の又は活性化可能な材料の一利点は
、好ましい材料を幾つかのやり方で処理できるということにある。好ましい材料は、射出
成形、押出し、圧縮成形により又は小型アプリケータを用いて処理できる。これにより、
大抵の先行技術の部品の性能を超える設計の部品の形成及び創成が可能になる。
【００２１】
　好ましい材料を開示したが、他の材料も使用でき、特に、周囲条件（例えば水分、圧力
、時間、化学反応等）により熱活性化され又は違ったやり方で活性化され、選択された用
途に適した条件下で予測可能に且つ確実に硬化する材料を使用できる。当然のことながら
、かかる材料は、非硬化性材料、非膨張性材料等で形成されても良い。かくして、活性時
、材料は、軟化するのが良く、硬化するのが良く、膨張するのが良く、軟化して硬化する
だけであるのが良く、硬化するだけであるのが良く、軟化するだけであるのが良く、或い
は、活性化不能であっても良い。
【００２２】
　膨張性材料の一例は、米国特許第６，１３１，８９７号明細書に開示されたエポキシ系
樹脂材料であり、この米国特許を参照により引用し、その教示を本明細書の一部とする。
他の考えられる幾つかの材料としては、ポリオレフィン材料、高いガラス転移温度をもつ
少なくとも１つのモノマータイプのαオレフィン、フェノール／ホルムアルデヒド材料、
フェノキシ材料、ポリウレタン材料を含むコポリマー及びターポリマーが挙げられるが、
これらには限定されない。これについては、米国特許第５，７６６，７１９号明細書、同
第５，７５５，４８６号明細書、同第５，５７５，５２６号明細書、及び同第５，９３２
，６８０号明細書も参照されたい（これら米国特許の各々を参照により引用し、その開示
内容を本明細書の一部とする）。ブロックトイソシアネートを含むポリウレタン材料も使
用できる。一般に、材料の望ましい特徴としては、ガラス転移温度が高いこと（代表的に
は摂氏７０度よりも高い温度）及び付着耐久性が高いことが挙げられる。このように、材
料は、一般に、自動車製造業者により採用されている材料系にとって邪魔になることはな
い。
【００２３】
　他の例示の膨張性材料としては、以下の材料、即ち、エポキシ樹脂、ポリスチレン、ス
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チレンブタジエンスチレン（ＳＢＳ）ブロックコポリマー、ブタジエンアクリロニトリル
ゴム、非晶質シリカ、ガラス微小球体、アゾジカーボンアミド、ウレア、ジシアンジアミ
ドのうちの２つ又は３つ以上の組合せが挙げられる。かかる材料の例は、SIKAELASTOMER
、SIKAREINFORCER及びSIKABAFFLEという商品名で販売されており、ミシガン州マジソンハ
イツ所在のサイカ・コーポレイション（Sika Corporation）から市販されている。
【００２４】
　材料が熱活性化熱膨張性材料である用途では、フォームを含む材料の選択及び形成に関
する重要な検討事項は、材料反応又は材料膨張及び場合によっては硬化が起こる温度であ
る。代表的には、高い処理温度、例えば、フォームが自動車用部品と一緒に高い温度で又
は加えられた高いエネルギーレベルで、例えば、塗装、プライマ又はイーコート（e-coat
）ベーキング又は硬化ステップの際、処理される場合に自動車組立て工場で遭遇する高い
処理温度で反応性になる。自動車組立て作業で遭遇する温度は、約１４８．８９℃～２０
４．４４℃（約３００°Ｆ～４００°Ｆ）の場合があるが、車体及び塗装ショップ用途は
、一般に、約９３．３３℃（約２００°Ｆ）又はこれよりも僅かに高い温度状態にある。
必要ならば、発泡剤用活性剤を配合物中に混ぜ込んで上述の範囲を超える種々の温度状態
での膨張を生じさせるのが良い。一般に、適当な膨張性又は発泡性フォームは、約０パー
セントから１００パーセントを超える範囲の体積膨張（例えば、材料の元々の非膨張状態
の体積の５０％以上、１００％以上、２００％以上又は５００％以上の体積膨張）を示す
。
【００２５】
　材料又は媒体は、バッフル技術の利用、当該技術分野において周知の教示によるダイカ
スト応用技術の利用、バッフル及びブラダ（袋）システムの使用を含むのが良い圧送型被
着システムの利用及び吹付け型応用技術の利用により金型に沿って配置された減衰特性を
備える活性ポリマー又は他の熱活性化ポリマー（例えば、発泡性ホットメルト接着剤系ポ
リマー又は膨張可能構造的フォーム、これらの例としては、オレフィン系ポリマー、ビニ
ルポリマー、熱可塑性ゴム含有ポリマー、エポキシ、ウレタン等が挙げられる）で少なく
とも部分的に被覆されるのが良い。
【００２６】
　形成
　一般に、本発明の部材の形成は、多種多様な技術、例えば押出し、モールディング（例
えば圧縮成形、射出成形、吹き込み成形等）、機械加工、これらの組合せ等を用いて達成
できる。かかる形成では、一般に、一塊又は二塊の活性化可能材料をキャリヤ及び（又は
）キャリヤ材料に関連させる。活性化可能材料をキャリヤに直接又は間接的に連結し又は
取り付けることができる。しかしながら、代表的には、活性化可能材料をキャリヤの大部
分の周りに配置する（即ち、前者が後者を包囲する）。かかる実施形態では、一般に、活
性化可能材料がキャリヤの少なくとも３０％であるが、場合によってはこれよりも少なく
ても良く、一般的には少なくとも５０％、より一般的には少なくとも８０％、更により一
般的には少なくとも９０％、或いは場合によっては１００％包囲することが望ましい。
【００２７】
　好ましい一実施形態によれば、活性化可能材料は、キャリヤの周りに射出成形される。
かかる実施形態では、キャリヤ材料をキャリヤを形成するための所望の形状及び（又は）
寸法に合わせて形成する（例えば、切断する）。次に、キャリヤを射出成形機の金型内に
配置し、金型をキャリヤの周りに閉じる。活性化可能材料を実質的に流体の状態で金型内
に射出し、この活性化可能材料が、キャリヤを実質的に包囲してこれにくっつくようにす
る。次に、キャリヤ及び活性化可能材料を含む部材を金型から取り出す。
【００２８】
　図４及び図５には、射出成形を用いて形成できる部材３０が図示されている。部材３０
を形成するため、キャリヤ３２をキャリヤ材料から矩形の形に切断する。次に、キャリヤ
３２を、射出成形機の金型内に配置し、金型を閉じる。キャリヤ３２が図５に示すような
曲がり部３４を備えていない場合、これをもう一度切断し、曲がり部を金型内へのキャリ
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ヤ３２の挿入に先立って予備成形するのが良く又は曲がり部３４を金型の閉鎖時に形成す
るのが良い。しかる後、活性化可能材料３８を比較的流体の状態に維持するが、材料３８
を実質的に活性化させることはない高い温度（例えば、代表的には、３０℃以上、４０℃
以上、６０℃以上、８０℃以上、それどころか１００℃以上であるが、代表的には２２０
℃以下、１７０℃以下、１２０℃以下、１００℃以下、それどころか７０℃以下の温度）
で金型内にキャリヤの周りに射出する。次に、活性化可能材料を放冷して活性化可能材料
がキャリヤ３２にくっつくようにし、それにより部材３０を形成する。
【００２９】
　好ましい一実施形態によれば、活性化可能材料をキャリヤ又はキャリヤ材料の周りに押
出し又は同時押出し成形する。かかる実施形態では、キャリヤ材料を好ましくは押出し機
を出ている活性化可能材料と一緒に押出しダイに供給し、それにより複合押出し物を形成
する。このようにすると、活性化可能材料は、キャリヤ材料を実質的に包囲することがで
きる。しかる後、キャリヤ材料、活性化可能材料又はこれら両方を含む押出し物を所望の
形状又は形態に合わせて切断して部材、例えば図５に示す部材３０を形成することができ
る。好ましくは、必要条件ではないが、活性化可能材料３８を比較的流体又は粘弾性の状
態に維持するが、この材料３８を実質的に活性化させることはない高い温度（例えば、代
表的には、３０℃以上、４０℃以上、６０℃以上、８０℃以上、それどころか１００℃以
上であるが、代表的には２２０℃以下、１７０℃以下、１２０℃以下、１００℃以下、そ
れどころか７０℃以下の温度）で活性化可能材料３８を押し出す。すると、冷却時、活性
化可能材料は、冷えてこれがキャリヤ３２にくっつくようになり、それにより部材３０を
形成する。
【００３０】
　有利には、これら技術を利用した部材の形成は、必要に応じ又は所望に応じて比較的複
雑な又は単純な形状及び（又は）輪郭を部材に与えることができる。さらに、部材のキャ
リヤは、部材がこれらの形状を維持するのを助けると共に特に活性化可能材料がその形状
を維持するのを助ける。
【００３１】
　本発明の上記実施形態のうちのどれにおいても、しかしながら、特にキャリヤが主とし
て活性化可能材料を支持する役目を果たす状況において、活性化可能材料の体積は、キャ
リヤの体積よりも実質的に大きいことが好ましい。例えば、活性化可能材料の体積は、キ
ャリヤの体積の少なくとも２００％、一般的には少なくとも５００％、より一般的には少
なくとも８００％であるのが良い。例示の計算を挙げると、１０ｍ3の体積の２００％は
、２０ｍ3である。
【００３２】
　さらに、本発明の部材は、これが製品（例えば自動車）の構造体に組み付けるのを助け
るための１つ又は２つ以上のファスナ、例えば接着剤、機械的ファスナ、磁石等を有する
のが良いことが想定される。かかるファスナは、キャリヤ、活性化可能材料又はこれら両
方と同種の材料で一体形成（例えば、一体成形）されるのが良い。変形例として、１つ又
は２つ以上のファスナを形成し、別々に部材に取り付けても良い。一例を挙げると、活性
化可能材料の一部分を射出成形してこの部分が部材から外方に延びて製品の構造体の開口
部内に締まり嵌め関係をなして入るようにするのが良い。変形例として、キャリヤの一部
分が、部材から外方に延び、同様なやり方で取付け可能であっても良い。さらに別の変形
例として、別個のファスナ、例えば両面テープ、磁石若しくはプッシュピン又は他の機械
的ファスナを部材に取り付け、次にファスナを物品の構造体に取り付けても良い（例えば
、くっつけ、磁気的に取り付け又は締まり嵌め関係をなして取り付けても良い）。
【００３３】
　取付け
　本発明の部材を種々の製品の種々の構造体上の種々の場所に取り付けることができる。
一般に、本発明の部材は、内部キャビティを構成する材料への取付けに極めて適している
。かかる状況では、部材をキャビティ内に配置するのが良く、そして部材の活性化可能材
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料を或る条件、例えば熱への暴露時（例えば、イーコート、プライマ又は塗料ベークオー
ブン内において）活性化させてこれが、膨張すると共に（或いは）バッフル、シール又は
補強を構造体に提供するためのキャビティを画定する構造体の壁にくっつくようにするの
が良い。
【００３４】
　本発明の部材は、自動車の構造体への取付けに特に適していることが判明した。図６で
理解できるように、自動車の構造体４４（例えばピラー）が図示されており、この場合、
構造体４４は、内部キャビティ４８を画定する壁４６を有している。例示の目的のため、
図５の部材３０の形状は、その輪郭が図６の構造体４４のキャビティ４８の形状に一致す
るようなものである。かくして、部材３０を、部材の外周部とキャビティ４８を画定する
壁４６との間の隙間が比較的僅かな状態で（例えば、２．５ｃｍ未満、一般的には１．０
ｃｍ未満、より一般的には０．４ｃｍ未満、更により一般的には０．２ｃｍ未満の状態で
）キャビティ４８内に配置できる。
【００３５】
　キャビティ４８内への部材３０の配置後、活性化可能材料を活性化させてこれが膨張し
（例えば発泡し）、硬化し（熱硬化し）、そして構造体４４の壁４６にくっつくようにす
る。部材３０がバッフル、シール及び（又は）騒音軽減作用を構造体４４に提供するよう
設計されている場合、活性化可能材料は、代表的には、その非膨張状態の体積の少なくと
も５００％（場合によってはこれよりも低いが）、一般的には少なくとも８００％、より
一般的には少なくとも１４００％の体積まで膨張し、この部材及び特に活性化材料（例え
ばフォーム）が、キャビティ４８の断面を実質的に完全に跨ぐようにする。部材が補強用
に設計されている場合、活性化可能材料は、代表的には、その元の非膨張状態の体積の少
なくとも５％（場合によってはそうでなくても良いが）であるが、一般に６００％未満、
より一般的に４００％未満、更により一般的には２５０％未満の体積まで膨張することに
なる。当然のことながら、部材は、バッフル、シール及び補強の組合せを構造体に提供し
て構造体が上述した作用の任意の組合せを備えるようにしても良い。さらに、部材は、上
述の機能的属性の組合せをもたらすのを助けるよう２種類又は３種類以上の互いに異なる
活性化可能材料を含んでも良い。
【００３６】
　変形実施形態
　図７及び図８は、本発明の別の実施形態としての部材５０を示している。理解されるよ
うに、図７及び図８の部材５０の特徴を上述の実施形態に加えて又はこれらに代えて用い
ることができ、又、先の実施形態の特徴を図７及び図８の部材５０に用いても良い。図７
及び図８の部材５０は、展性キャリヤ５２と、展性キャリヤ５２の周りに配置されると共
に実質的にこれを包囲した活性化可能な材料５４と、オプションとして１つ又は２つ以上
のファスナ５８とを有する。
【００３７】
　展性可能キャリヤ５２をキャリヤ５２内に延び又はこれを貫通して延びる複数個（例え
ば２個、３個又は４個以上）の開口部６２（例えば貫通穴）を備えた複数の幅広部分６０
を有する細長いストリップとして提供できる。キャリヤ５２は、適当な展性キャリヤとし
て本明細書において説明した材料のうち任意のもので形成できる。
【００３８】
　ファスナ５８は、機械的ファスナ、特にプッシュピンとして図示されている。ファスナ
５８をキャリヤ５２、活性化可能材料又はこれら両方に取り付けるのが良い（例えば、く
っつけ、これらと締まり嵌め関係をなして取り付けるのが良い）。図示の実施形態では、
ファスナ５８の各々の細長い部分６４をキャリヤの開口部６２にそれぞれ挿通させること
によりキャリヤ５２に締まり嵌め関係をなしてファスナ５８を取り付ける。
【００３９】
　活性化可能材料５４は、本明細書において説明した活性化可能材料のうちの任意のもの
であって良く、かかる活性化可能材料をキャリヤ５２の周りに射出成形し、押出し成形し
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又は違ったやり方で成形すると共に（或いは）これに取り付けるのが良い。活性化可能材
料を、図示の実施形態の場合のようにキャリヤ５２及び１つ又は２つ以上のファスナ５８
の少なくとも一部分の周りに成形するのが好ましいが、これは必要条件ではない。
【００４０】
　部材５０を種々の技術により製品の構造体に取り付けることができる。一例を挙げると
、部材５０のファスナ５８を自動車の構造体（例えばピラー、例えば図６に示すピラー）
の開口部（例えば貫通穴）内に締まり嵌め関係をなして入れて活性化可能材料が構造体の
キャビティ内に配置されるようにするのが良い。変形例として、ファスナ５８は、補助キ
ャリヤの開口部内に締まり嵌め関係をなして入れ、補助キャリヤを部材５０と一緒に構造
体のキャビティ内に配置しても良い。
【００４１】
　有利には、展性キャリヤ５２により、部材を取り付け中に成形して（例えば曲げて又は
湾曲させて）これが構造体又は補助キャリヤの輪郭に適合するようにすることができ、そ
れにより、部材を一層容易にこれに取り付けることができる。図８Ａに示すように、部材
５０は、輪郭付けられた（異形の）又は湾曲した機材６６（例えば構造体又は補助キャリ
ヤ）に取り付けられ、部材５０は、基材６６の湾曲又は輪郭付け表面に適合するよう湾曲
され又は輪郭付けられている。好ましくは、キャビティ内への配置後、活性化可能材料を
上述したように活性化させて補強、バッフル又はシールを構造体に提供するのが良い。
【００４２】
　図９及び図１０は、本発明の別の実施形態としての部材８０を示している。理解される
ように、図９及び図１０の部材８０の特徴を上述の実施形態に加えて又はこれらに代えて
用いることができ、又、先の実施形態の特徴を図９及び図１０の部材８０に用いても良い
。図９及び図１０の部材８０は、展性キャリヤ８２と、展性キャリヤ８２上又はその周り
に配置された活性化可能な材料８４と、オプションとして１つ又は２つ以上のファスナ８
８９０とを有する。
【００４３】
　展性キャリヤ８２を細長いストリップで作られたフレーム（矩形の状態で示されている
）として提供できる。キャリヤ８２は、適当な展性キャリヤとして本明細書において説明
した材料のうち任意のもので形成することができる。
【００４４】
　ファスナ８８，９０は、機械的ファスナ、特にタブとして図示されており、タブは、好
ましくは、曲げ可能であり、キャリヤ８２と同種の材料で一体形成されている。図示のよ
うに、第１のファスナ８８は、キャリヤ８２の一方の側から延び、第２のファスナ９０は
、キャリヤ８２の反対側から延びている。第１のファスナ８８は、全体としてフックの形
をしている。
【００４５】
　活性化可能材料８４は、本明細書において説明した活性化可能材料のうちの任意のもの
であって良く、手動、自動的又は違ったやり方でキャリヤ８２に取付け可能である。活性
化可能材料８４が粘着性である場合、材料の１つ又は２つ以上の表面を剥離紙で被覆する
ことが望ましい場合があり、この剥離紙は、構造体への部材８０の取付け直前に材料から
除去されるのが良い。図示の実施形態では、活性化可能材料８４は、全体としてキャリヤ
８２の形状に一致した形状（例えば矩形）を有し、材料８４は、キャリヤ８２の少なくと
も１つの表面９４にくっつけられる。
【００４６】
　部材８０を種々の技術に従って製品の構造体に取り付けることができる。図１１では、
部材は、車両のピラー構造体９８に取り付けられる。図示のように、ピラー構造体９８は
、車体の側部内側部材として示された第１の部材１００と、車体の側部補強材として示さ
れた第２の部材１０２と、車体の側部外側部材として示された第３の部材１０４とを有し
ている。第１のファスナ８８を部材１０２に設けられている開口部に通し、第１のファス
ナ８４を第２の部材１０２の縁部上に引っ掛けることにより部材８０を構造体９８の第２
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第２の部材１０２に締結するために第２のファスナ９０を第２の部材１０２の遠位端部の
ところの縁部周りに曲げることにより第２のファスナ９０を第２の部材１０２の遠位端部
のところの縁部の周りに曲げてこれに引っ掛ける。
【００４７】
　好ましくは、キャビティ内への配置後、活性化可能材料を上述したように活性化させて
補強、バッフル又はシール構造体に提供するのが良い。図示の特定の実施形態では、部材
８０を第１の部材１００と第３の部材１００との間に画定されたキャビティ１１０内で活
性化させ、そして活性化可能材料を活性化させて補強（例えば座屈に対する補強）を構造
体９８に提供するだけでなく、２つの補強材、例えば第２の部材１０２と構造体９８のた
めの下側補強材１１２との間の連結状態を比較的強固に補強するのが良い。
【００４８】
　別段の言及がなければ、本明細書において説明した種々の構造体の寸法及び幾何学的形
状は、本発明を限定するものではなく、他の寸法又は幾何学的形状の採用が可能である。
複数の構造的コンポーネントは、単一の一体形構造体によって提供できる。変形例として
、単一の一体形構造体を別々の複数のコンポーネントの状態に分割しても良い。加うるに
、本発明の特徴は、図示の実施形態のうちの１つだけと関連して説明されているが、かか
る特徴は、任意所与の用途に関し、他の実施形態の１つ又は２つ以上の他の特徴と組み合
わせることができる。また、上述のことから、本明細書における新規な構造体の製作及び
その作用も又、本発明の方法を構成することは理解されよう。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態を開示した。しかしながら、当業者であれば、或る特定の改
造例が本発明の教示の範囲内で相当できることは認識されよう。したがって、特許請求の
範囲の記載は、本発明の真の範囲及び内容を定めるものとして検討されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の特徴による例示のキャリヤ材料の正面図である。
【図２】本発明の別の特徴による例示のキャリヤ材料の正面図である。
【図３】本発明の別の特徴による例示のキャリヤ材料の正面図である。
【図４】本発明の特徴による例示の部材の断面図である。
【図５】本発明の特徴による例示の部材の斜視図である。
【図６】本発明の特徴による例示の構造体の断面図である。
【図７】本発明の特徴による例示の部材の正面図である。
【図８】図７の例示の部材の断面図である。
【図８Ａ】図７及び図８の部材の側面図であり、この部材が基材に取り付けられている状
態を示す図である。
【図９】本発明の特徴による例示の部材の正面図である。
【図１０】図９の例示の部材の側面図である。
【図１１】図９及び図１０の例示の部材の側面図であり、この部材が、自動車の例示の構
造体に取り付けられた状態を示す図である。
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